
 

   

 

重要事項説明書 

 

  あなた（利用者）に対するサービスの提供開始にあたり、当事業者があなたに説明すべき重

要事項は、次のとおりです。 

１．事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 医療法人平成会 

主たる事務所の所在地 愛媛県今治市片山三丁目１―４０ 

代表者（職名・氏名） 理事長 玉井 京子 

設立年月日 平成元年１２月１６日 

電話番号 ０８９８－３２－３０００ 

 

 

２．ご利用事業所の概要 

 ご利用事業所の名称 ふれあい 

サービスの種類 通所型サービス 

事業所の所在地 今治市常盤町８丁目４－３１ 

電話番号 ０８９８－３３－９５１５ 

指定年月日・事業所番号 平成１５年１０月１６日指定 ３８７０２００７７５ 

実施単位・利用定員 １単位 定員１８人 

通常の事業の実施地域 今治市陸地部のみとする 

 

 

３．事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

要支援状態等にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅にお

いて自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を

図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、通所型サービ

スを提供することを目的とします。 

運営の方針 

事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他

関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の

保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要支援

状態等の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの予防のため

、適切なサービスの提供に努めます。 

 

 

 



 

   

 

４．提供するサービスの内容 

第一号通所事業は、事業者が設置する事業所（デイサービスセンター）に通っていただき、

入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認やその他利用者

に必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持を図るサ

ービスです。 

 

 

５．営業日時 

営業日 

月曜日から土曜日まで 

ただし、８月１５日、１６日、１２月３１日から１月３日までは 

除きます。 

営業時間  午前８時３０分から午後５時３０分まで 

サービス 

提供時間 
 午前９時４５分から午後４時１５分まで 

 

 

６．事業所の職員体制 

従業者の職種 職務の内容 人員 

管理者 

職員の管理、業務の実施状況の把握その他事業の管理を一元的

に行なうとともに、介護保険法等に規定される通所型サービス

の事業実施に関し、遵守すべき事項について指揮命令を行いま

す。 

1人 

生活相談員 

利用者及び家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービ

スが提供されるよう事業所内のサービスの調整、他の介護保険

施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者

等との連携を行います。 

2人以上 

機能訓練 

指導員 

利用者が、心身の状況に応じて日常生活を営むために必要な

機能を改善又は維持するために機能訓練を行います。 
1人以上 

看護職員 
利用者の健康管理及び看護を行うとともに、事業所における

衛生管理等の業務を行います。 
1人以上 

介護職員 
利用者の入浴、排せつ、食事の介護等を行い、自立した日常

生活を営むための支援及び介護を行います。 
2人以上 

 

 

７．利用料 

 あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、あなたからお支

払いいただく「利用者負担金」は、介護保険負担割合証の利用者負担割合に応じた額です。た

だし、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いた

だきます。 

（１）第一号通所事業・通所型サービスの利用料・・・基本部分、加算、減算の合計の額とな

ります。 



 

   

 

【基本報酬】                           ※1単位＝１０円 

サービス名称 サービスの内容 基本単位数 

通所型サービス１ 

（1回につき） 
週 1回程度の通所型サービスが

必要とされた者 

（事業対象者・要支援１） 

 ４３６／回 

通所型サービス１ 

（1月の利用回数が 4 回を超えた場合） 
１，７９８／月 

通所型サービス２ 

（1回につき） 
週 2回程度の通所型サービスが

必要とされた者 

（事業対象者・要支援 2） 

４４７／回 

通所型サービス２ 

（1月の利用回数が 8 回を超えた場合） 
３，６２１／月 

（注１）上記の基本利用料は、今治市が定める金額であり、これが改定された場合は、これら

基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書

面でお知らせします。 

 

【加算】                              ※1単位＝１０円 

 以下の要件を満たす場合、前記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 加算の要件（概要） 

加算額 

基本利用料 

（１月あたり） 

若年性認知症 

利用者受入加算 

若年性認知症利用者に対して、サービスを

行った場合の加算。 
２４０単位 

生活機能向上 

グループ活動加算 

利用者の生活機能の向上を目的として、共

通の課題を有する複数の利用者からなるグ

ループに対して実施される日常生活上の支

援のための活動を行った場合の加算。 

１００単位 

生活機能向上連携 

加算Ⅱ 

外部のリハビリテーション専門職等が通所

型サービス事業所を訪問し、共同でアセス

メントを行い、個別機能訓練計画等を作成

した場合の加算。 

２００単位 

口腔・栄養スクリー

ニング加算Ⅰ 

利用開始時及び利用中６月ごとに口腔の状

態と栄養状態について確認を行い、栄養状

態に係る情報を介護予防ケアマネジメント

実施者に文書で共有した場合の加算。 

２０単位 

（6月に 1回を限度） 

科学的介護推進体制

加算 

利用者の心身の状況等の基本的な情報を厚

生労働省に提出することで意見を受け、必

要に応じてサービスを見直し、提供するサ

ービスの質を高めていった場合の加算。 

４０単位 

サービス提供体制 

強化加算Ⅰ 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占め

る割合が１００分の７０以上または金属10

年以上の介護福祉士の割合が２５％以上で

ある場合の加算。 

事業対象者 

要支援１ 
８８単位 

事業対象者 

要支援２ 
１７６単位 



 

   

 

介護職員等 

処遇改善加算Ⅰロ 
所定単位数×１２．７％（小数点以下四捨五入） 

 

【減算】                             ※1単位＝１０円 

送迎減算（事業対象者・要支援１） 
片道につき▲４７ 

1 月につき▲３７６を限度 

送迎減算（事業対象者・要支援 2） 
片道につき▲４７ 

1 月につき▲７５２を限度 

高齢者虐待防止措置未実施減算・・・虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講

じられていない場合、所定単位数の 100 分の 1 に相当する単位数を減算します。 

業務継続計画未実施減算・・・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサー

ビスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための

業務継続計画を策定し当該業務継続計画に従い必要な措置を講じていない場合、所定単位

数の 100 分の 1 に相当する単位数を減算します。 

                

（２）その他の費用 

食 費 食事の提供を受けた場合、１回につき５８５円の食費をいただきます。 

おむつ代 おむつの提供を受けた場合、実費をいただきます。 

その他 

上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担が適

当と認められるもの（利用者の希望によって提供する日常生活上必要な身の

回り品など）について、費用の実費をいただきます。 

 

（３）支払い方法 

 上記（１）、（２）の利用料（利用者負担分の金額）は、１ヶ月ごとにまとめて請求しま

すので、次のいずれかの方法によりお支払いください。 

 なお、利用者負担金の受領に関わる領収書等については、利用者負担金の支払いを受けた

後に差し上げます。 

支払い方法 支払い要件等 

＊お支払いは原則として、ご利用者様ご指定

の口座（愛媛県に本店のある、銀行・農協・

信用金庫）からの振替となります。 

 

＊毎月 10 日までに、前月分の請求書を発行い

たします。 

＊お支払いいただきますと、領収書を発行い

たします。 

 

 

８．緊急時における対応方法 

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やか

に医療機関及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。 

 



 

   

 

 

９．事故発生時の対応 

 サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の地域包括支

援センター等及び今治市等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 

 

１０．虐待の防止のための措置 

 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じるよう努めます。 

（１）事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するととも

に、その結果について、担当職員に周知徹底を図ります。 

（２）事業所における虐待防止のための指針を整備します。 

（３）事業所において、担当職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。 

（４）サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養 

護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを 

市町村に通報します。 

虐待の防止にかかる責任者 管理者 村上 淑子 

 

 

 

１１ 身体拘束について 

事業所は、原則として利用者又は 他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむ

を得ない場合を除き身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、

利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者

又は家族に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲

内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由についての記録を行います。また事業者として、身体拘

束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

 

 

１２ 業務継続計画の策定等について 

（１） 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する通所型サービスの提供を継続的

に実施するための計画、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継

続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

（２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期

的に実施します。 

（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

 

１３ 衛生管理等 

（１）通所型サービスの用に供する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、

衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じます。 

（２）食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助



 

   

 

言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

（３）事業所において感染症が発生し又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおお

むね６月に１回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底します。 

  ②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

  ③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施し 

ます。 

 

 

１４．苦情相談窓口 

（１）円滑かつ迅速に苦情処理を行なうための処理体制、手順  

 

                                          

   

                                

   

 

 

 

①相談又は苦情があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を実 

施し、状況の聞き取りや事情の確認を行ないます。 

確認事項 ： 相談又は苦情のあった利用者の氏名、提供した年月日及び時間 

担当した職員の氏名、具体的な相談・苦情の内容 等 

  ②管理者は、介護職員、看護職員等に事実関係の確認を行ないます。 

  ③管理者は、把握した状況を職員および法人内で検討を行い、対応を決定します。 

  ④状況に応じて担当介護支援専門員へ相談します。 

  ⑤対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行なうとともに、利用者・家族

へ必ず対応方法を含めた結果報告を行ないます。（時間を要する場合その旨を伝え、経

過報告、結果連絡を行ないます） 

⑥担当介護支援専門員等へ報告します。 

（２）その他 

  ①問題のある苦情で当事業所においての解決が難しい場合は、市町村及び愛媛県国民健康 

保険団体連合会等の苦情解決機関と協議して対処します。 

②記録は、少なくとも 5 年以上の期間保管します。 

 

 

サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 

当事業所の窓口 

窓口担当者 管理者 不在の場合は、生活相談員 

受付時間  月～土 午前 8時 30分から午後 5 時 30分 

 （8/15.16、12/31～1/3、祝日を除く） 

電 話   ０８９８－３３－９５１５ 

ＦＡＸ   ０８９８－３３－１１８１ 

今治市の窓口 
窓口    介護保険課 

受付時間  平日の午前 8時 30から午後 5時 15 分 

相談者 相談 

苦情窓口 

管理者 

相談・苦情内容の確認 

当事業所および法人内 

確認・検討・対応 

 

担当介護支援専門員へ 相談・報告 

（居宅介護支援事業所／地域包括支援ｾﾝﾀｰ） 

 



 

   

 

（土、日、祝日、年末年始を除く） 

電 話   ０８９８―３６―１５２６ 

ＦＡＸ   ０８９８－３４―５０７７ 

公的団体の窓口 

窓口    愛媛県国民健康保険団体連合会 

受付時間  平日の午前 8時 30から午後 5時 15 分 

（土、日、祝日、年末年始を除く） 

電 話   ０８９－９６８－８８００ 

ＦＡＸ   ０８９―９６５－３８００ 

 

１５．サービスの利用にあたっての留意事項 

（１）利用者及びその家族は指定地域密着型通所介護／通所型サービスの提供を受ける際には、

医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態等を事業所の従業者に連絡し、

心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意するものとします。 

   （２）利用者は事業所の従業者の指導により居宅生活の継続維持に努め、事業所においてサー

ビスを利用する時は、他の利用者との共同利用の秩序を保ち、相互の親睦に努めるものと

します。 

（３）利用者は、事業所においてサービスを利用するときは、共同利用スペースの清潔、整頓、

その他環境衛生に協力するものとします。 

（４）利用者は、サービス利用を新たに追加、変更又は中止する場合は、サービス利用予定日

の前日までに事業所に申し込むものとします。 

（５）利用者は事業所において次の行為をしてはならない。 

    ・宗教や信条の相違等で他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の利益を侵すこ

と。 

    ・喧嘩、口論、泥酔等で他人に迷惑を及ぼすこと。 

    ・事業所の秩序若しくは風紀を乱し、又は安全衛生を害すること。 

    ・故意に事業所若しくは物品に損害を与え、又は物品を持ち出すこと。 

    ・他の利用者の不利益となる情報を無断で漏らさないこと。 

    ・現金、貴重品は事業所に持ち込まないこと。 

 

 

１６. サービスの第三者評価の実施状況の有無 

愛媛県福祉サービス第三者評価基準「高齢者福祉サービス版」の自己評価を 1年に 1度行い、

運営推進会議（メンバー構成：利用者・市職員・地域住民の代表者・有識者等）において報告

し意見を求め、その結果を誰でも自由に閲覧できるよう掲示しているので、第三者評価は実施

していません。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

同意書 
 

 
事業者は、利用者へのサービス提供開始にあたり、上記のとおり重要事項を説明しました。 

 

事 業 者  所在地       今治市片山三丁目１―４０ 

事業者（法人）名  医療法人平成会 

代表者職・氏名   理事長 玉井 京子    印 

 

説明者職・氏名                印 

 

 

私は、ふれあいの「通所型サービス」を利用するにあたり、事業者より上記の重要事項につ

いて説明を受け、同意しました。 

 
 

 令和     年     月     日 

 

        契約者        住所 

（利用者） 

氏名                       印 

 
 
 

身元引受人（連帯保証人）住所 

利用者代理人家族代表 

氏名                     印 

本人との続柄 
 


